
 

 

 

外国人市民との懇談会 

 行政と外国人市民との接点を増やし、コ

ミュニケーション不足、文化・生活習慣の

違いによる摩擦の解消や社会参画・自立を

促すための意見交換会の場として開催して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人市民相談窓口 

 外国人市民を対象に本国との生活習慣の

違いによる、困りごと・迷いごとに関する

助言、専門機関への紹介や生活全般に関す

ることの生活情報の提供を行っています。 

 

 

 

出前行政講座 

 全市民を対象に「菊川市出前行政講座」

として保健、ゴミや道路整備など５５講座

を開設しています。 

 平成１９年度からは、日本の生活習慣が

学習できるよう外国人市民団体からの依頼

も対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多文化共生検討委員会 

 平成２０年度から平成２４年度までの５

ヵ年間の計画を「菊川市多文化共生推進行

動指針」として平成２０年３月に策定しま

した。今後、菊川市としての取り組みを各

部局が連携して実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 外国人市民への言語支援として、本庁舎

１階フロアーにポルトガル語が分かる通訳

者を配置しています。 

 また、ゴミカレンダーや行政文書などを

翻訳して提供しています。 

 

 

 

菊川市の多文化共生の取り組み ～ 行政 ～ 

 


